
＜平成１５年度第２回定期総会 第２号議案＞ 

 

 

会則第７条第１項に定める平成１６年度役員については、以下のとおりとする 

 

平成１６年度役員名簿（案） 

協議会役職 団 体 職 名 氏 名 任期 

会 長 

副会長 

 

監 事 

 

愛 知 県 

津 島 市 

幸 田 町 

田 原 市 

東 浦 町 

企画振興部長 

市民生活部長 

総 務 部 長 

市 民 部 長 

総 務 部 長 

鈴 木 克 幸 

伊 藤 武 典 

杉 浦 富 和 

夏 目 甲子男 

冨 永  眞  

4月 1日～

3 月 31 日

人事異動等により役員の欠員が生じた場合は、当該団体の後任の者が任期を引き

継ぐこととする。 
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